
１　総括

 （１） 人件費の状況（普通会計決算）

(注) 人件費には児童手当を含まない。

 （２） 職員給与費の状況（普通会計決算）

B

(注) １　職員手当には退職手当、児童手当を含まない。

２　職員数については、令和５年４月１日現在の人数である。また、再任用職員（短時間勤務）及び会計年度任用職員を含まない。

３　給与費については、再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。

 （３） ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

(注) １　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験
　　年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数である。

２　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家
　　公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数である。
　　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出している。）

３　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

 （４） 給与制度の総合的見直しの実施状況について

① 給料表の見直し

【　　実施　　】

（給料表の改定実施時期）　平成27年４月１日

（内容） 行政職給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げた。

人材確保への影響を考慮し、初任給にかかる号俸等については引下げを行わず、高齢層については最大４％程度引下げを行った。

なお、激変緩和のため、３年間（平成30年３月31日まで）の経過措置（現給保障）を実施した。

泉大津市の給与・定員管理等について

（参考）
 類似団体

平均一人当たり
給与費

千円

期末・勤勉手当 計

千円

2,656,387

（参考）
一人当たり給与費

B/A

Ａ

歳　出　額

421,007

千円

職員手当

6,066

千円

5,523

千円

給与費

642,609

令和４年度

区分

73,282

人

　（令和５年１月１日）

住民基本台帳人口
実 質 収 支

令和４年度

区分

481

人

職員数

Ａ

1,592,771

千円

給　 料

13.6

％

令和３年度の人件費率

（参考）

13.6

％

Ｂ／Ａ

人　件　費　率

4,629,554

　千円

Ｂ

人　件　費

319,278

　千円

34,024,014

千円

(％)
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② 地域手当の見直し

（支給割合） 国基準が引き続き６％であるのに対し、本市においても引き続き６％を支給する。

③ その他の見直し内容

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施した。（平成27年４月１日）

 （５） 特記事項

令和５年４月１日現在の給与抑制

特別職

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 （１） 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和５年４月１日現在）

　　　　① 一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　② 技能労務職

(A)

歳 人 円 円 円 円

歳 人 円 円 円 円

歳 人 円 円 円 円

歳 人 円 円 円 円

歳 人 円 円 円 円

円 円

※　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（令和２年～令和４年の３ヶ年平均）

※　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

※　年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータはそれぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・

　　 勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

6%

6%

平成26年度の
支給割合

6%6%

6%6%

遡及改定後４月１日時点

平成27年度の支給割合

6%

6%

平成28年度～令和５年度の支給割合

用務員

対応する
民間の

類似職種

-

- -

-352,981

-329,178

-339,963

1.4

-

-

-

373,492321,114

参考

A/B

338,140

平均給与月額

241,700

348,407

342,340

-

(B)

平均給与月額

-

-

-

366,071

343,272

平均給与月額

318,033

294,219

286,942

平均給料月額

泉大津市の
支給割合

国基準による
支給割合

平均給与月額

職員数

49.1歳

平均年齢

給料

項目

20％～10％の減額

内容 期間

令和３年４月１日から令和７年１月12日まで

類似団体

国

大阪府

泉大津市

41.6

42.4

41.1

42.6

310,260

322,487

313,007

309,075 399,118

425,774

　　　　-

401,078

365,326

371,089

公務員

404,015

356,435

平均年齢
（国比較ベース）

民間

（国比較ベース）

泉大津市

うち用務員 3,253,900

-

（Ｄ）

民間

5,688,882

-

（Ｃ）

公務員

1.7

-

Ｃ／Ｄ

年収ベース（試算値）の比較

参考

泉大津市

うち用務員

類似団体

国

大阪府

17

1,941

397

1

13

52.3

51.2

55.4

59.1

55.2

区　分

319,000

平均給与月額平均給料月額区分 平均年齢

区分
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技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針

(1)　基本的な考え方

　　　　集中改革プランに基づき、民間委託の拡充等により、平成16年度以降、技能労務職員の採用は行っていない。

給与については、国及び地方公共団体の職員並びに民間事業の従業員の給与等を考慮し、適正化に向けた取組を推進していく。

(2)　具体的な取組内容　

給料表については、大阪府及び府内各市の動向を注視しつつ、慎重に検討を続ける。また、特殊勤務手当及び住居手当について一部廃止を

行い、昇給基準については、平成18年４月から国家公務員に準じた給与構造改革を実施し、適正化に向けた取組を行っている。

　 今後とも、職員数の適正化及び退職者の補充の抑制を踏まえ、さらなる民間委託も視野に入れ、事務・事業の見直しを引き続き検討していく。

　　　 ③ 教育職(幼稚園教諭）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

④ 税務職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

⑤ 消防職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

⑥ 看護・保健職

　　　　 歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

(注) １　「平均給料月額」とは、令和５年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均である。
２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計した
　　ものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。
　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。

　　　　　

平均給与月額

（国比較ベース）
平均給与月額

平均給与月額
（国比較ベース）

平均給与月額
（国比較ベース）

298,633

341,768

312,527

349,426

417,215

平均給料月額

352,263

279,790

382,817

　　　-

377,893

322,035

428,330

315,721

275,887 355,236 325,422

299,587 385,437 343,212

364,544

282,065

区　　分

類似団体

泉大津市

区　　分

類似団体

国

泉大津市

区　　分

類似団体

大阪府

泉大津市

区　　分

37.1

42.0

40.7

41.7

39.2

40.8

平均年齢

泉大津市

321,176 　　　- 360,574

303,665 378,605 333,525

292,993 362,351 355,178

国

40.8類似団体

平均給与月額平均給料月額平均年齢

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

47.8

44.4

38.3

35.0

平均給与月額平均給料月額平均年齢
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 （２） 職員の初任給の状況（令和５年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

 （３） 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和５年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

３　一般行政職の級別職員数等の状況

 （１） 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和５年４月１日現在）

(注) １　泉大津市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

３　端数処理の関係で、必ずしも100％にならない場合がある。

事務職員・技術職員

７等級

高　校　卒

部長・理事

部次長・部参事・課長・課参事

大　学　卒

高　校　卒
一般行政職

８等級

２等級

中　学　卒

157,500

163,033

　　　-

　　　-

　　　-

大阪府

一般職

一般職 185,200

154,600

　　　-

　　　-

　　　-

６等級

区分

技能労務職

消防職

大　学　卒

経験年数20年区分

高　校　卒

主査・主任

最高号給の給料月額

専門官

課長補佐・担当長

事務職員・技術職員

１等級

５等級

４等級

標準的な職務内容

係長・総括主査

３等級

1号給の給料月額

経験年数25年 経験年数30年

構成比

190,300

417,788

　　　-

　　　-

　　　-

　　　-

406,800

技能労務職

一般行政職

区　　　　　分

高　校　卒

大　学　卒

中　学　卒

高　校　卒

高　校　卒

大　学　卒

泉大津市

191,700

164,100

164,100

150,100

191,700

164,100
消防職

円 468,600

　　　-

国

247,920

　　　-

　　　-

　　　-

　　　-

　　　-

343,136

　　　-

　　　-

　　　-

　　　-

　　　-

　　　-

　　　-

　　　-

　　　-

　　　-

349,900

職員数

経験年数10年

9 人 3.6% 349,500

48 人 19.4% 250,100

44

33

0

円

12 人 4.9% 150,100 円 247,600 円

円

円

円

円

円

381,000

393,000

410,200

444,900

円

25 人 10.1% 234,400 円 350,000 円

円

円

円

人

人

人

0.0%

198,50076 人 30.8% 円 304,200

13.4%

17.8%

264,000

264,200

298,200
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 （２） 国との給与表カーブ比較表（行政職（一））（令和５年４月１日現在）

昇 給

給

料

月

額

（百円）

5



 （３） 昇給へ人事評価の活用状況（一般行政職）　

４　職員の手当の状況

 （１） 期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（令和４年度） １人当たり平均支給額（令和４年度）

千円 千円

（令和４年度支給割合） （令和４年度支給割合） （令和４年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

・　役職加算 ５％～20％ ・　役職加算 ５％～20％ ・　役職加算 ５％～20％

・　管理職加算 10％～25％ ・　管理職加算 10％～25％

(注) １人当たり平均支給額は、全職種に係る職員（企業職、市立病院の医師などを含む。）に支給された平均額である。

（　　　　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

　　   標準、下位の区分

  ロ．  人事評価を活用していない 〇

(1.350)

2.400 2.0002.000

昇給実績が
ある区分

泉大津市

  イ．　人事評価を活用している

〇

(1.350)

昇給可能な
区分

令和５年度中における運用

　　   上位、標準の区分

　　   標準の区分のみ（一律）

管 理 職 員 一 般 職 員

大阪府

昇給実績が
ある区分

昇給可能な
区分

未定 未定　  活用予定時期

(1.350)

　　   上位、標準、下位の区分

　  活用している昇給区分

2.400

(0.950) (0.950)

2.400

1,348

(0.950)

2.000

国

1,650

―

昇 給
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○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）　

 （２） 退職手当（令和５年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（定年前早期退職加算措置（２％～20％加算）） （定年前早期退職特例措置（２％～45％加算））

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

(注) 退職手当の１人当たり平均支給額は、令和４年度に退職した全職種に係る職員（企業職、市立病院の医師などを含む。）に支給された平均額で

ある。

本市において、平成21年度（平成21年４月１日）以降は、勧奨退職制度について運用を凍結している。

 （３） 地域手当（令和５年４月１日現在）

千円

円

％ 人 ％

(注) １人当たり平均支給額は、全職種に係る職員（企業職、市立病院の医師などを含む。）に支給された平均額である。

  イ．　人事評価を活用している

支給可能な
成績率

○

一般職員

○

28.0395

支給実績が
ある成績率

管理職員

　　   上位、標準の成績率

支給実績が
ある成績率

2,702 17,310

　  活用している成績率
支給可能な

成績率

令和５年度中における運用

19.6695

  ロ．  人事評価を活用していない

○

支給率 支給対象職員数

796

国の制度（支給率）

6

　　   標準、下位の成績率

47.709

33.27075

24.586875

泉大津市

47.709

47.709

33.27075

24.586875

支給職員１人当たり地域手当の平均支給年額（令和４年度決算）

地域手当の支給実績（令和４年度決算）

235,165

187,191

泉大津市全域

支給対象地域

6

○

　　   上位、標準、下位の成績率

39.7575

47.709

　　   標準の成績率のみ（一律）

47.709

　  活用予定時期

○ ○

国

47.709

39.7575

28.0395

19.6695
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 （４） 特殊勤務手当（令和５年４月１日現在）

千円

円

％

種類

社会福祉事務従事手当

臨床検査手当

感染症危険手当

市税、国民健康保険又は介護
保険料事務従事手当

放射線手当

下水道施設勤務手当

動物屍体処理作業従事手当

分娩手当

診療手当

感染症患者の治療

細菌検査手当

手当の名称

日額　100円

土木工事現場作業従事手当

感染症防疫作業従事手当

じん芥収集現場作業従事手当

行旅病人又は行旅死亡人の
収容護送作業手当

手術業務手当

29

43.8

837,272

292,208

手当の種類（手当数）

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和４年度）

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算）

支給実績（令和４年度決算）

支給実績
（令和４年度決算）

左記職員に対する支給単価

１件　1,000円
１件　2,000円

日額　100円

日額　250円

日額　150円

１件　400円

日額　200円

１胎　5,000円

１胎　9,000円

日額　100円

日額　150円

日額　150円

日額　200円

給料月額の40.6％～60.6％
　＋30，000円

日額　3,000円
（４時間未満　1,500円）

事務　日額
作業　日額

3,000円
150円

感染症患者の看護　日額
防疫作業　　　　　　　日額

土木現場作業

手術業務

分娩業務

分娩業務

細菌検査業務

医師及び看護師 194

主な支給対象職員

市税、国民健康保険料又は介
護保険料の賦課又は徴収に
関する業務を主管する課に所
属する職員

感染症の患者の看護又は防
疫作業に従事した職員

社会福祉事務所の職員又は
当直勤務に服する職員

社会福祉事務所の職員

下水道施設に勤務する職員

じん芥収集現場作業を主管す
る課に所属する職員

動物屍体処理作業を主管する
課に所属する職員

土木工事現場作業を主管する
課に所属する職員

手術室に勤務する看護師

医師

助産師

医師

医師以外の技術職員
（事務に勤務する者を除く）

放射線科に勤務する職員

細菌検査業務に従事する職員

臨床検査業務に従事する職員

759 千円

2,638 千円

0 千円

309 千円

64 千円

54 千円

2 千円

66 千円

467 千円

　行旅病人
　行旅死亡人

主な支給対象業務

市税、国民健康保険料又
は介護保険料の賦課又
は徴収に関する業務

感染症の患者の看護又
は防疫作業

行旅病人又は行旅死亡
人の収容護送作業

法令に基づき公の保護を
受ける者等の住居を訪問
し、実地に行う調査又は
指導業務

下水道施設で行う事務又
は作業

じん芥収集現場作業

千円

163,077

動物屍体処理作業

2,637 千円

2,715

9,000

398

71

千円

千円

千円

千円

千円

千円

187

80円
150円

臨床検査業務
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(注) １人当たり平均支給額は、全職種に係る職員（企業職、市立病院の医師などを含む。）に支給された平均額である。

　　　

 （５） 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

医療業務等待機手当

臨床研修指導医手当

夜間看護手当

危険物取扱主任手当

145,846

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 252

出火等出動手当

現場作業手当

水道料金徴収事務従事手当

産業医手当

125,696

235

支給実績（令和４年度決算）

支給実績（令和３年度決算）

消火業務

午後10時から翌日の午
前５時までの間に行う通
信業務等

夜間特殊業務手当

感染症危険手当（特例）

救急出場手当

救急救命士手当

認定看護師手当

日額　4,000円
（4時間未満　2,000円）

　　４時間以上
　　２時間以上４時間未満
　　２時間未満

１回につき
3,000円

日額　250円

特別出動手当

62,395

37

5,016

4,341

4,500円
4,000円
2,800円

１時間当たり
4,000円

　　(部長等)

出場１回につき
300円

千円

水道現場作業又は浄配
水作業

新型コロナウイルス感染
症の患者の治療等

日額　100円

日額　150円

　　　(副部長等)
１時間当たり

3,500円

(部長補佐等)
１時間当たり

3,000円

１回につき
2,500円

日額　250円

１勤務につき
650円

日額　270円

日額　100円

救急業務

水道料金徴収事務

日額　150円

管理職手当を支給される医
師、看護師等で休日、平日の
帰宅後若しくは18時以降特に
勤務した者、又は夜間救急診
療等に従事する管理職手当の
支給を受ける医師若しくは看
護師等

当該認定にかかる看護
業務

正規の勤務時間以外の時間
外の時間等に自宅待機を命じ
られた医師

正規の勤務時間以外の時間
外の時間等に自宅待機を命じ
られた医師以外の職員（診療
局及び看護部に勤務する技術
職員に限る。）

公益社団法人日本看護協会
が定める認定看護分野の認定
看護師登録を受けている看護
師

消防職員

交替制勤務を正規の勤務とし
ている消防職員

消防職員

救急救命士に選任した消防職
員

都市政策部企業職員

都市政策部企業職員

医師及び看護師等

病棟に勤務する助産師、看護
師

危険物取扱主任を命じた職員

産業医に任命された医師

臨床研修プログラム責任者に
任命された医師

千円

678

0

出動１回につき
410円

休日、平日の帰宅後、18
時以降、当直者の要請に
よる勤務又は夜間救急
診療など勤務時間外に
特別に行う勤務

8,212 千円

0 千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円96

52

2,655

5,813

221

1,115

17,760

夜間の看護業務
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 （６） その他の手当（令和５年４月１日現在）

配偶者 円

子（１人につき） 円

父母等（１人につき） 円

最高限度額 円

最低支給額 円

・交通機関利用者　

・自動車等の交通用具使用者

 2km ～  5km 円

 5km ～ 10km 円

10km ～ 15km 円

15km ～ 20km 円

20km ～ 25km 円

25km ～ 30km 円

30km ～ 35km 円

35km ～ 40km 円

40km ～ 45km 円

45km ～ 50km 円

50km ～ 55km 円

55km ～ 60km 円

60km ～ 円

参与 円

部長 円

理事 円

統括監 円

部次長 円

部参事 円

課長 円

課参事 円

課長補佐 円

所長代理 円

6,500

10,000

6,500

95,000

62,000

106,237

地位に応じて
49,600円　～　88,500円
が支給される。

円552,906

26,200

28,000

29,800

31,600

同

65,000

52,000

国の制度
との異同

支給実績
（令和４年度決算）

国の制度と異なる内容
（令和４年度決算）

平均支給年額
支給職員１人当たり

12,900

15,800

18,700

21,600

手当名 内容及び支給単価

24,400

管理又は監督の地位にある職員に支給
される。

90,000

76,000

72,000

68,000

84,147 千円

57,356 千円

64,486 千円

扶養手当
（16歳～22歳の子　１人につき5,000円加算）

同 円235,046

住居手当

借家・借間に居住して、家賃を支払ってい
る職員（借家等の契約者）に支給される。

0

28,000
同 円310,030

通勤手当

交通機関を利用し、又は自動車等を使用
して通勤している職員（通勤距離が２km
以上）に支給される。

定期券等の価格により６ヶ月定期券
相当額を年２回支給

2,000

4,200

7,100

10,000 円

112,240 千円管理職手当

50,000

40,000

異
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・医師

　　宿直１回につき 円

（救急の場合　　　　55,000円）

　　日直１回につき 円

（救急の場合　　　　39,000円）

・薬剤師、医療技師、看護師

　　救急の宿直１回につき 円

（管理職員の場合　　　12,570円）

　　救急の日直１回につき 円

・その他の職員

　　宿日直１回につき 円

円

　　課長補佐以上　

３時間以上勤務 円

６時間以上勤務 円

円

(注) １人当たり平均支給額は、全職種に係る職員（企業職、市立病院の医師などを含む。）に支給された平均額である。

夜間勤務手当

休日勤務手当 111,567

159,729

勤務の態様に応じて、
勤務１回につき4,400円～
21,000円が支給される。

71,213 千円

休日等（国民の祝日等及び年末年始）に
おいて、正規の勤務時間中に勤務した職
員に支給される。

15,731 千円

1,369,479 円

同

管理職員特別勤務手当

臨時又は緊急その他の公務の必要によ
り、土・日曜日、休日等に勤務した管理職
員に支給される。（管理職員に時間外勤
務手当は、支給されない。）

6,000

9,000

異

地位に応じて
6,000円　～　12,000円、
６時間以上勤務の場合
9,000円　～　18,000円
が支給される。

2,394 千円 33,250 円

宿日直手当

正規の勤務時間以外の時間及び休日等
において、庁舎・設備の保守等のために
宿日直勤務を行った職員に支給される。

8,856

10,070

21,000

25,800

4,400

異

正規の勤務時間として深夜（午後10時か
ら翌朝５時まで）勤務した職員に支給され
る。

27,793 千円同
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５　特別職の報酬等の状況（令和５年４月１日現在）

(参考　類似団体の最高額/最低額）

円 円/ 円

（ 円 ）

円 円/ 円

（ 円 ）

円

（ 円 ）

円 円/ 円

円 円/ 円

円 円/ 円

（令和４年度支給割合）

月分

（令和４年度支給割合）

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

給料月額×在職月数×０．１８ 円 任期毎

（ 円 ）

給料月額×在職月数×０．１２ 円 任期毎

（ 円 ）

給料月額×在職月数×０．１２ 円 任期毎

（ 円 ）

下段の（　　）内は、減額措置を行う前の給料月額で計算した退職手当の額である。

(注) １　給料及び報酬の（　　　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         

２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝48月、教育長は３年＝36月）勤めた場合における

　  退職手当の見込額である。                                 

副議長

市長

副市長

議長

副議長

議員

退
職
手
当

備考

593,400

副市長

期
末
手
当

議長

副市長

266,000

区分

547,600

市長

教育長

報
酬

給
料

591,000

653,000

737,000

885,000

1,061,000

3,780,000

2,721,600

7,584,000

3,640,320

12,816,000

6,151,680

給料月額等

700,000

630,000

790,000

632,000

890,000

712,000

610,000

580,000

550,000

4.35

4.35

372,000

議員

教育長

市長

294,000
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６　職員数の状況

 （１） 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

(注) １　職員数は一般職に属する職員数である。

２　[     ]内は、条例定数の合計である。

1

▲ 26

17

1

対前年
増減数

6

▲ 1土木

2

0

計

24

154民生

衛生

労働

488

0

7

66

260

農林水産

331

3

▲ 1

23

20

病院

水道

下水道

31

4

7

287

議会

職員数(人）

15

30

令和５年

6

337

4

2

63

92

2

小　計 481

教育部門

87

普
通
会
計
部
門

85

▲ 19

6 0

▲ 3

　　　　　　　　　区　　分

　部　　門

消防部門

一
般
行
政
部
門

商工

162

[ 0］

15

税務

総務企画

796

26

[ 1,074］

25

334小　計

88

令和４年

合　　計

8

▲ 27

7

その他

[ 1,074］

815

公
営
企
業
等
会
計
部
門

配置換えによる減

機構改革による減

待機児童解消に向けた体制の充実

配置換えによる減

機構改革による課の新設に伴う増

＜参考＞
人口　１万人当たり職員数 46.0人
（類似団体の人口１万人当たり職員数　51.55人)

＜参考＞
人口　１万人当たり職員数  66.6人
（類似団体の人口１万人当たり職員数　65.15人)

退職者不補充

配置換えによる増

＜参考＞
人口　１万人当たり職員数 108.6人

配置換えによる増

退職者不補充

308

0

▲ 2

0

▲ 1

4

主な増減理由

配置換えによる減
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 （２） 年齢別職員構成の状況（令和５年４月１日現在）

　

 （３） 職員数の推移

( %）

( %）

( %）

( %）

( %）

( %）

(注) 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数である。

▲ 44

14

～

7

51

1

352

782

91

51歳

334

44歳

79628

人

83 84 73

人

0

58

～

40歳32歳

～

61

83

52歳

55歳

48歳24歳

437

352

85

430

令和２年度令和元年度

799

人人

286

354

445

職員数

平成29年度 平成30年度

293

公営企業等会計計

28 59

59

47歳

94

56歳

481

87

令和４年度

474

60歳

人人

～

人 人

23歳 27歳

36歳

39歳

～
人 人

～

20歳

31歳

20歳

63

331

43歳35歳

人

部門別

教育

～

92

818

344

人

59歳

以上 計

人

～～

区　分 未満

86

65

323

令和３年度

（単位　：　人　）

～
28歳

61 102

　　　　　年度

一般行政

消防

普通会計計

総合計 789

84

59

302

789

355

434

86

58

290

平成29年度～令和５年度の
増減数（率）

1.8

▲ 12.5

13.5

0.0

11.9

17.8

796

308

488

85

66

337

令和５年度

815
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７　公営企業職員の状況

 （１） 水道事業

  　 ① 職員給与費の状況

ア　決算

(注) 職員給与費には児童手当を含まない。

B

(注) １　職員手当には退職給与金、児童手当を含まない。

２　職員数については、令和５年３月31日現在の人数である。また、再任用職員（短時間勤務）を含み、会計年度任用職員を含まない。

３　給与費については、再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれており、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。

イ　 特記事項（令和５年４月１日現在）

特になし

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和５年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

(注) １　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

２　平均年齢の市町村平均は、会計年度任用職員を含んで算出している。

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（令和４年度） １人当たり平均支給額（令和４年度）

千円　 千円　

（令和４年度支給割合） （令和４年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

 月分  月分  月分  月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

・　役職加算 ５％～20％

(注) （　　　　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（令和５年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（定年前早期退職加算措置（２％～20％加算）） （定年前早期退職加算措置（２％～20％加算））

１人当たり平均支給額　　　　 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円

(注) 退職手当の１人当たり平均支給額は、令和４年度に退職した企業職の職員に支給された平均額である。

19.6695

47.709

39.7575

119,880

－

(0.950)

千円

－

区　分

令和４年度

総費用

Ａ

1,515,055

千円

144,019

千円

7.9

％

Ｂ／Ａ

職員給与費比率

総費用に占める

占める職員給与費比率

令和３年度の総費用に

（参考）

8..2

％

Ｂ

千円

職員手当

12,644

千円

60,970

千円

給料Ａ

職員数

14

人

区　分

令和４年度

市町村平均

泉大津市

区分

45.7

51.1

500,619

585,912

335,310

396,572

平均月収額基本給平均年齢

7,082

千円

給与費　 B/A

一人当たり給与費

－

－

－

－

市町村（政令指定都市を除く）平均泉大津市（企業職）

-

（   -   ） （   -   ）

2.400 2.000

(1.350)

－

－28.0395

-

8,676

－

1,824

泉大津市（企業職）

1,438

47.709

47.709

33.27075

24.586875

計期末・勤勉手当

25,530

　　　　　千円

市町村（政令指定都市を除く）平均

（参考）
市町村平均

一人当たり給与費

6,01899,144

千円

純損益又は実質収支 職員給与費
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ウ　地域手当（令和５年４月１日現在）

千円

 円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（令和５年４月１日現在）

千円

円

％

種類

千円

千円

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

(注) 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当（令和５年４月１日現在）  

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

（注） 企業職の職員に対する各手当の支給内容は、一般職の職員に対する各手当の支給内容と同じである。

管理職手当 3,690

533

扶養手当

通勤手当

1,326住居手当

平均支給年額

1,674

支給職員１人当たり

（令和４年度決算）

水道料金徴収事務従事手当

現場作業手当

（令和４年度決算）

支給職員１人当たり地域手当の平均支給年額（令和４年度決算）

地域手当の支給実績（令和４年度決算）

284,288

3,980

都市政策部企業職員 水道料金徴収事務

都市政策部企業職員
水道現場作業又は浄配
水作業

支給実績
（令和４年度決算）

主な支給対象業務主な支給対象職員

手当の種類（手当数）

支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

6

手当の名称

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算）

支給実績（令和３年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算）

支給実績（令和４年度決算）

596

2,978

332

1,327

日額　100円

日額　150円

左記職員に対する支給単価

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和４年度）

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算）

支給実績（令和４年度決算）

2

42.9

16,025

96

泉大津市全域

支給対象地域 支給率

6 14

管理職員特別勤務手当 18 9,000

527,143

106,515

331,500

209,250

96

0

支給実績
手　当　名
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